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物品等又は役務の名称及び数量
横浜港新本牧ふ頭地区を対象としたICTソリューション活用
に係るAutoModによるシミュレーション補助業務

契約責任者の氏名、組織の名称
及 び 所 在 地 、 法 人 番 号

神奈川県横須賀市長瀬三丁目一番一号

国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所

港湾空港技術研究所長　髙野　誠紀 (法人番号5012405001732)

契 約 を 締 結 し た 日 令和4年7月21日

（備考）
　 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考
欄に単価契約である旨及び単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約によることとした理由

契約の相手方の氏名及び住所、
法人番号

(住所)

 東京都品川区西五反田8-3-6

(氏名) (法人番号  1010701012473

 株式会社日本港湾コンサルタント

契約金額
（消費税込）

¥20,790,000.-
予定価格

（消費税込）
¥20,856,000.-

落
札
率

99.6%

再就職し
た役員数

備　　考

　本業務は、中⻑期の将来を展望し、サイバーポートとして予想できるコンテナ
ターミナルの施設配置を想定するため、AutoMod による数値シミュレーションとそ
の結果を考察するための補助業務である。このため、ふ頭の荷役機械配置、蔵置
場の配置と規模、ゲート配置と規模、埠頭内道路の規格・新設、交通動線、駐機
場配置と規模、その他を想定し、当所が市販ソフトAutoMod をカスタマイズして構
築した汎⽤コンテナターミナルシミュレータにより、カスタマイズの内容の変更、シ
ミュレーション条件やデータの設定、シミュレーションの実施をするものである。
　ここで対象とする横浜港新本牧ふ頭地区のコンテナターミナルについて、令和
元年度に「横浜港新本牧ふ頭地区を対象としたAutoMod によるコンテナターミナ
ルのシミュレーション補助業務」、令和2 年度に「横浜港新本牧ふ頭地区を対象と
したサイバーポートを標榜するAutoMod によるコンテナターミナルのシミュレー
ション補助業務」、令和3年度に「横浜港新本牧ふ頭地区を対象としたAutoMod
によるシミュレーション補助業務」を実施し、同ふ頭の荷役機械配置、蔵置場の配
置と規模、ゲート配置と規模、埠頭内道路の規格・新設、交通動線、駐機場配置
と規模、その他を設定し、AutoMod による数値シミュレーションを⾏っている。本
業務はこれと同様の⼿法でAutoMod のシミュレーションを実施する必要がある。
　本業務の効率的な実施にあたっては、細密なシミュレーション条件などの設定
やその他の条件による数値シミュレーション結果への感度など、令和元年度〜3
年度のシミュレーターにおける複雑なプログラム等を必要な箇所のみ適切に修正
する作業⼿順やシミュレーションを効率的に修正するのに必要なノウハウに習熟
し、これまで横浜港新本牧ふ頭地区のコンテナターミナルに特化してカスタマイズ
してきたシミュレーションモデルを正確に理解した上で、過年度からのシミュレー
ションモデルの変更が発注者の意図した箇所のみとなり、適切な考察が可能であ
る点においてシミュレーションの連続性を保つ必要がある。株式会社⽇本港湾コ
ンサルタントは、上記補助業務を実施し、これらについてシミュレーションの連続
性を保てる唯⼀の者である。
　よって、国⽴研究開発法⼈海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第
53 条第1 項第1 号のホ「研究開発、実験等の成果の連続性、接続性の確保のた
め、契約の相⼿⽅が⼀に限定されているとき。」及びヌ「複数年度にわたる事業の
継続を通じて、単⼀の成果を求める委託事業の２年度⽬以降の事業であって、当
該事業を当初契約の委託先に継続して委託する必要があるとき。」に該当するの
で、株式会社⽇本港湾コンサルタントと随意契約を⾏うものである。


